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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動力源から入力した動力を複数の変速段のうちいずれかの変速段に応じた変速比で出力
する変速機構を備え、前記変速機構が、車両の発進時に係合される第１の係合要素および
解放される第２の係合要素を有する自動変速機の制御装置において、
　前記車両に対する発進要求を検出する発進要求検出手段と、
　前進レンジで車両停止中に、前記第１の係合要素の係合圧を低下させるとともに前記第
２の係合要素の係合圧を上昇させるヒルホールドモードを実行し、前記車両の発進時に前
記第１の係合要素を係合させるとともに前記第２の係合要素を解放させる復帰モードを実
行するニュートラル制御手段と、
　前記発進要求検出手段により検出された発進要求の度合いに応じて前記変速機構の入力
軸回転数に対する複数の基準点を設定する基準点設定手段と、を備え、
　前記ニュートラル制御手段は、前記入力軸回転数が前記基準点設定手段により設定され
た複数の基準点のうち対応する基準点に低下した時点から所定時間経過した時点を前記解
放タイミングとすることを特徴とする自動変速機の制御装置。
【請求項２】
　動力源から入力した動力を複数の変速段のうちいずれかの変速段に応じた変速比で出力
する変速機構を備え、前記変速機構が、車両の発進時に係合される第１の係合要素および
解放される第２の係合要素を有する自動変速機の制御装置において、
　前記車両に対する発進要求を検出する発進要求検出手段と、
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　前進レンジで車両停止中に、前記第１の係合要素の係合圧を低下させるとともに前記第
２の係合要素の係合圧を上昇させるヒルホールドモードを実行し、前記車両の発進時に前
記第１の係合要素を係合させるとともに前記第２の係合要素を解放させる復帰モードを実
行するニュートラル制御手段と、
　前記復帰モードにおける変速進行度を前記変速機構の入力軸回転数に基づいて算出する
変速進行度算出手段と、
　前記発進要求検出手段により検出された発進要求の度合いに応じて前記変速進行度に対
する複数の基準点を設定する基準点設定手段と、を備え、
　前記ニュートラル制御手段は、変速進行度算出手段により算出された変速進行度が前記
基準点設定手段により設定された複数の基準点のうち対応する基準点に達した時点から所
定時間経過した時点を前記解放タイミングとすることを特徴とする自動変速機の制御装置
。
【請求項３】
　前記発進要求検出手段は、ブレーキ踏力およびアクセル踏力に基づいて前記発進要求の
度合いを検出することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の自動変速機の制御装
置。
【請求項４】
　前記基準点設定手段は、前記ブレーキ踏力の減少が速いほど前記解放タイミングが早く
なるよう前記基準点を設定することを特徴とする請求項３に記載の自動変速機の制御装置
。
【請求項５】
　前記基準点設定手段は、前記アクセル踏力の増加が早く検出されるほど前記解放タイミ
ングが早くなるよう前記基準点を設定することを特徴とする請求項３または請求項４に記
載の自動変速機の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動変速機の制御装置に関し、特に、ニュートラル制御を実行する自動変速
機の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、自動変速機の制御装置においては、前進レンジの状態で車両が停止すると、エ
ンジンのアイドリング回転により生成された駆動力が、トルクコンバータおよび変速機構
を介して駆動輪にクリープ力として伝達されるクリープ現象が発生する。車両の停止を維
持するには、運転者はこのクリープ力を抑えるようブレーキを作動させる必要があり、こ
のブレーキにより消費されたクリープ力の分だけエンジンの燃費が低下するという問題が
ある。そこで、前進レンジの状態でブレーキペダルが踏み込まれるとともに、アクセルペ
ダルが踏み込まれていない状態で車両が停止している場合には、発進時に係合される第１
の係合要素を係合状態から半係合状態に移行することにより自動変速機をニュートラル状
態にするニュートラル制御が実行されている。
【０００３】
　また、このようなニュートラル制御を実行すると、エンジンから駆動輪に伝達する駆動
力が低下するため、登坂路からの発進時に運転者がブレーキペダルの踏み込みを終了した
際に、車両が後退する可能性が発生する。そこで、このような制御装置は、登坂路からの
発進時にブレーキペダルの踏み込みが終了しても車両が後退しないよう、発進時には解放
状態となる第２の係合要素を係合させるヒルホールドモードに移行するようになっている
。
【０００４】
　従来、この種の自動変速機の制御装置において、ニュートラル制御を終了し自動変速機
を駆動状態に移行させる復帰モードにおいて、第１の係合要素を半係合状態から係合状態
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に移行する際に駆動輪に伝達される出力トルクの変動を防止するものが知られている（例
えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　この特許文献１に記載された従来の自動変速機の制御装置は、ニュートラル制御の実行
終了条件が成立し、ヒルホールドモードから復帰モードに移行すると、第１の係合要素の
係合を開始し、第１の係合要素の係合が終了した時点で、第２の係合要素を解放するよう
になっている。
【０００６】
　これにより、第１の係合要素が半係合状態から係合状態に移行する間に第２の係合要素
の係合が継続しているため、第１の係合要素の係合状態の変化に起因する出力トルクの変
動を抑制するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－１９１２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述のような特許文献１に記載の従来の自動変速機の制御装置において
は、第１の係合要素を係合する際に発生する出力トルクの変動を改善するようにはなって
いるものの、第２の係合要素の解放に関しては何ら考慮されていなかった。
【０００９】
　そのため、迅速な車両の発進要求が発生しているにもかかわらず第２の係合要素の解放
が終了しておらず発進が遅れるという可能性が生じたり、発進要求が低い場合にも発進要
求が高い時と同様に第２の係合要素を解放させるため、第２の係合要素を解放させること
に起因した出力トルクの変動が生じ車両にショックが発生していた。したがって、車両の
発進性の向上とドライバビリティの向上とを両立できないという問題があった。
【００１０】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたもので、ニュートラル制御の終了
時において、車両の発進性の向上とドライバビリティの向上とを両立することができる自
動変速機の制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る自動変速機の制御装置は、上記目的達成のため、（１）動力源から入力し
た動力を複数の変速段のうちいずれかの変速段に応じた変速比で出力する変速機構を備え
、前記変速機構が、車両の発進時に係合される第１の係合要素および解放される第２の係
合要素を有する自動変速機の制御装置において、前記車両に対する発進要求を検出する発
進要求検出手段と、前進レンジで車両停止中に、前記第１の係合要素の係合圧を低下させ
るとともに前記第２の係合要素の係合圧を上昇させるヒルホールドモードを実行し、前記
車両の発進時に前記第１の係合要素を係合させるとともに前記第２の係合要素を解放させ
る復帰モードを実行するニュートラル制御手段と、前記発進要求検出手段により検出され
た発進要求の度合いに応じて前記変速機構の入力軸回転数に対する複数の基準点を設定す
る基準点設定手段と、を備え、前記ニュートラル制御手段は、前記入力軸回転数が前記基
準点設定手段により設定された複数の基準点のうち対応する基準点に低下した時点から所
定時間経過した時点を前記解放タイミングとすることを特徴とする。
【００１２】
　この構成により、運転者の発進要求の度合いに応じて入力軸回転数に対する基準点を異
ならせ解放タイミングを調節することができる。したがって、第２の係合要素の解放タイ
ミングに対する正確性を向上させ、車両の発進性の向上およびドライバビリティの向上の
いずれをも実現できる。
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【００１３】
　本発明に係る自動変速機の制御装置は、上記目的達成のため、（２）動力源から入力し
た動力を複数の変速段のうちいずれかの変速段に応じた変速比で出力する変速機構を備え
、前記変速機構が、車両の発進時に係合される第１の係合要素および解放される第２の係
合要素を有する自動変速機の制御装置において、前記車両に対する発進要求を検出する発
進要求検出手段と、前進レンジで車両停止中に、前記第１の係合要素の係合圧を低下させ
るとともに前記第２の係合要素の係合圧を上昇させるヒルホールドモードを実行し、前記
車両の発進時に前記第１の係合要素を係合させるとともに前記第２の係合要素を解放させ
る復帰モードを実行するニュートラル制御手段と、前記復帰モードにおける変速進行度を
前記変速機構の入力軸回転数に基づいて算出する変速進行度算出手段と、前記発進要求検
出手段により検出された発進要求の度合いに応じて前記変速進行度に対する複数の基準点
を設定する基準点設定手段と、を備え、前記ニュートラル制御手段は、変速進行度算出手
段により算出された変速進行度が前記基準点設定手段により設定された複数の基準点のう
ち対応する基準点に達した時点から所定時間経過した時点を前記解放タイミングとするこ
とを特徴とする。
【００１４】
　この構成により、運転者の発進要求の度合いに応じて変速進行度に対する基準点を異な
らせ解放タイミングを調節することができる。したがって、第２の係合要素の解放タイミ
ングに対する正確性を向上させ、車両の発進性の向上およびドライバビリティの向上のい
ずれをも実現できる。
【００１５】
　また、上記（１）または（２）に記載の自動変速機の制御装置において、（３）前記発
進要求検出手段は、ブレーキ踏力およびアクセル踏力に基づいて前記発進要求の度合いを
検出することを特徴とする。
【００１６】
　この構成により、運転者は発進要求に応じてブレーキペダルおよびアクセルペダルの踏
み込みを変化させるので、ブレーキ踏力およびアクセル踏力に基づいて運転者の車両に対
する発進要求の度合いを精度よく算出することが可能となる。

【００１７】
　また、上記（３）に記載の自動変速機の制御装置において、（４）前記基準点設定手段
は、前記ブレーキ踏力の減少が速いほど前記解放タイミングが早くなるよう前記基準点を
設定することを特徴とする。
【００１８】
　この構成により、運転者により車両の迅速な発進が要求され、ブレーキ踏力の減少が速
い場合には第２の係合要素の解放タイミングが早まるよう基準点を設定することにより、
復帰モードを短縮することが可能となる。また、車両の迅速な発進が要求されていない場
合には、第２の係合要素の解放タイミングを遅くすることによりドライバビリティを向上
することができる。
【００１９】
　また、上記（３）または（４）に記載の自動変速機の制御装置において、（５）前記基
準点設定手段は、前記アクセル踏力の増加が早く検出されるほど前記解放タイミングが早
くなるよう前記基準点を設定することを特徴とする。
【００２０】
　この構成により、運転者により車両の迅速な発進が要求され、アクセルペダルの踏み込
みが早く行われた場合には、第２の係合要素の解放タイミングが早まるよう基準点を設定
することにより、復帰モードを短縮することが可能となる。また、車両の迅速な発進が要
求されていない場合には、第２の係合要素の解放タイミングを遅くすることによりドライ
バビリティを向上することができる。
【発明の効果】
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【００２３】
　本発明によれば、ニュートラル制御の終了時において、車両の発進性の向上とドライバ
ビリティの向上とを両立することができる自動変速機の制御装置を提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施の形態に係る自動変速機の制御装置を搭載した車両を模式的に示す
概略構成図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る自動変速機の制御装置の構成を示す骨子図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る自動変速機の作動表である。
【図４】本発明の実施の形態に係る油圧制御回路の概略構成を示す回路図である。
【図５】本発明の実施の形態に係るニュートラル制御を示すタイミングチャートである。
【図６】本発明の実施の形態に係るニュートラル制御を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施の形態に係る指示油圧の一例を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００２６】
　図１は、本発明の実施の形態に係る自動変速機の制御装置を搭載した車両を模式的に示
す概略構成図である。図２は、本発明の実施の形態に係る自動変速機の制御装置の構成を
示す骨子図である。
【００２７】
　本実施の形態においては、本発明に係る自動変速機の制御装置をＦＦ（Front engine F
ront drive）車両に適用した場合について説明する。
【００２８】
　図１に示すように、車両１は、エンジン２と、トルクコンバータ３と、前進クラッチを
有する変速機構４と、トルクコンバータ３および変速機構４を油圧で制御するための油圧
制御回路９と、動力源としてのエンジン２を制御するためのＥ－ＥＣＵ（Electronic Con
trol Unit）１１と、油圧制御回路９を制御するためのＴ－ＥＣＵ１２と、によって構成
されている。
【００２９】
　エンジン２は、図示しないインジェクタから噴射された燃料と空気との混合気を、シリ
ンダの燃焼室内で燃焼させる内燃機関により構成されている。燃焼によりシリンダ内のピ
ストンが押し下げられて、クランクシャフトが回転させられる。なお、エンジン２の代わ
りに回転電機などを用いてもよい。
【００３０】
　トルクコンバータ３は、エンジン２から変速機構４にトルクを増大してエンジン２の動
力を伝達するようになっており、後述するように、エンジン２の出力軸と連結されるポン
プインペラー（以下、単にインペラー４３という）と、変速機構４の入力軸と連結される
タービンランナー（以下、単にタービン４４という）と、ワンウェイクラッチ４５によっ
て一方向の回転が阻止されているステータ４６とを有している。インペラー４３とタービ
ン４４とは、流体を介して動力を伝達するようになっている。
【００３１】
　さらに、トルクコンバータ３は、車両１の高速走行時において、インペラー４３とター
ビン４４とを機械的に直結することによりエンジン２から変速機構４への動力の伝達効率
を上げるためのロックアップクラッチ４７（図２参照）を有している。
【００３２】
　トルクコンバータ３と、変速機構４とは、自動変速機５を構成している。自動変速機５
は、所望の変速段を形成することにより、図示しないクランクシャフトの回転数を所望の
回転数に変速する。変速機構４の出力ギヤ７０から出力される動力は、図示しないディフ
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ァレンシャルギヤおよびドライブシャフトを介して、図示しない左右の前輪に伝達される
。変速機構４については、後で詳細に説明する。
【００３３】
　油圧制御回路９は、リニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ４を有している。また、油圧
制御回路９は、作動油の油温を測定するための油温センサ３３を有している。
【００３４】
　Ｅ－ＥＣＵ１１は、図示しないＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ(Random A
ccess Memory)、ＲＯＭ（Read Only Memory）および入出力インターフェースを有してい
る。Ｅ－ＥＣＵ１１は、ＣＰＵによって、後述するアクセルセンサやスロットルセンサか
ら入力された信号や、ＲＯＭに記憶されたマップなどに基づきエンジン２の回転数を制御
するようになっている。
【００３５】
　Ｔ－ＥＣＵ１２は、図示しないＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭおよび入出力インターフェース
を有している。Ｔ－ＥＣＵ１２のＲＯＭには、車速およびスロットル開度と変速機構４の
変速段とを対応させたマップが記憶されている。したがって、Ｔ－ＥＣＵ１２は、ＣＰＵ
によって、後述する車速センサ２５やスロットルセンサ２４から入力された信号とＲＯＭ
に記憶されたマップに基づき変速機構４の変速段を決定するようになっている。
【００３６】
　Ｔ－ＥＣＵ１２は、リニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ４の作動状態を変化させ、ラ
イン圧を元圧とする作動油圧により変速機構４の摩擦要素を選択的に係合あるいは解放さ
せるようになっている。これらの摩擦要素の係合および解放の組み合わせによって、変速
機構４の入力軸と出力軸との回転数の比が変更され、変速段が構成されるようになってい
る。
【００３７】
　車両１は、さらに、エンジン２の回転数Ｎｅを計測するためのエンジン回転数センサ２
１と、エンジン２の吸入空気量を測定するための吸入空気量センサ２２と、エンジン２に
吸入される空気の温度を測定するための吸入空気温度センサ２３と、スロットルバルブ３
１の開度を検知するためのスロットルセンサ２４と、車速センサ２５と、エンジン２の冷
却水温を測定するための冷却水温センサ２６と、ブレーキセンサ２７と、シフトレバー２
８の操作位置を検出するための操作位置センサ２９と、トルクコンバータ３のタービン４
４の回転数Ｎｔを測定するためのタービン回転数センサ３０とを備えている。
【００３８】
　エンジン回転数センサ２１は、クランクシャフトの回転に基づいて、エンジン２の回転
数を計測するようになっている。
【００３９】
　スロットルセンサ２４は、例えば、スロットルバルブ３１のスロットル開度に応じた出
力電圧が得られるホール素子により構成されている。スロットルセンサ２４は、この出力
電圧をスロットルバルブ３１のスロットル開度を表す信号としてＥ－ＥＣＵ１１およびＴ
－ＥＣＵ１２に出力するようになっている。
【００４０】
　車速センサ２５は、変速機構４の出力軸回転数を表す信号をＥ－ＥＣＵ１１およびＴ－
ＥＣＵ１２に出力するようになっており、Ｅ－ＥＣＵ１１およびＴ－ＥＣＵ１２は、この
信号に基づいて車速を算出するようになっている。
【００４１】
　冷却水温センサ２６は、例えば、水温に応じて抵抗値が変化するサーミスタにより構成
されており、エンジン２の冷却水温に応じて変化した抵抗値に基づく信号をＥ－ＥＣＵ１
１およびＴ－ＥＣＵ１２に出力するようになっている。
【００４２】
　ブレーキセンサ２７は、車両１に備えられたブレーキペダル３６に対する運転者の踏み
込み量に応じた信号をＥ－ＥＣＵ１１およびＴ－ＥＣＵ１２に送信するようになっている
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。Ｔ－ＥＣＵ１２は、ブレーキペダル３６に対する踏み込み量が所定値より小さいことを
表す信号をブレーキセンサ２７から取得した場合には、ブレーキＯＦＦ信号が入力された
と判断するようになっている。したがって、Ｔ－ＥＣＵ１２は、ブレーキ踏力を検出する
手段を構成する。
【００４３】
　なお、車両１は、ブレーキセンサ２７に代えて、運転者がブレーキペダル３６を踏み込
んだ場合にブレーキＯＮ信号を出力し、ブレーキペダル３６が踏み込まれていない場合に
ブレーキＯＦＦ信号を出力するストップランプスイッチを備えるようにしてもよい。
【００４４】
　操作位置センサ２９は、シフトレバー２８の位置を検出し、検出結果を表す信号をＴ－
ＥＣＵ１２に送信するようになっている。Ｔ－ＥＣＵ１２は、シフトレバー２８の位置に
対応したレンジの中から最適となる変速機構４の変速段を形成するようになっている。ま
た、操作位置センサ２９は、運転者の操作に応じて、運転者が任意の変速段を選択できる
マニュアルポジションにシフトレバー２８が位置していることを検出するように構成して
もよい。
【００４５】
　アクセル開度センサ３２は、例えばホール素子を用いた電子式のポジションセンサによ
り構成されており、車両１に搭載されたアクセルペダル３４が運転者により操作されると
、アクセルペダル３４の位置が示すアクセル開度を表す信号をＥ－ＥＣＵ１１に出力する
ようになっている。また、Ｔ－ＥＣＵ１２は、Ｅ－ＥＣＵ１１を介してアクセル開度を表
す信号を入力するようになっている。したがって、Ｔ－ＥＣＵ１２は、アクセル踏力を検
出する手段を構成する。
【００４６】
　図２に示すように、トルクコンバータ３は、エンジン２の出力軸４１と連結されるイン
ペラー４３と、変速機構４の入力軸４８と連結されるタービン４４と、ワンウェイクラッ
チ４５によって一方向の回転が阻止されているステータ４６とを有している。インペラー
４３とタービン４４とは、流体を介して動力を伝達するようになっている。
【００４７】
　変速機構４の入力軸４８は、トルクコンバータ３のタービン４４に接続されている。し
たがって、変速機構４の入力軸４８は、トルクコンバータ３の出力軸としても機能する。
変速機構４は、遊星歯車機構の第１セット５０と、遊星歯車機構の第２セット６０と、出
力ギヤ７０と、ギヤケース７１に固定されたＢ１ブレーキ７２、Ｂ２ブレーキ７３および
Ｂ３ブレーキ７４と、Ｃ１クラッチ７５と、Ｃ２クラッチ７６と、ワンウェイクラッチＦ
７７とによって構成されている。
【００４８】
　第１セット５０は、シングルピニオン型の遊星歯車機構により構成されている。第１セ
ット５０は、サンギヤ５１と、ピニオンギヤ５２と、リングギヤ５３と、キャリア５４と
を有している。
【００４９】
　サンギヤ５１は、入力軸４８を介してトルクコンバータ３のタービン４４に連結されて
いる。ピニオンギヤ５２は、キャリア５４に回転自在に支持されている。ピニオンギヤ５
２は、サンギヤ５１およびリングギヤ５３と係合している。
【００５０】
　リングギヤ５３は、Ｂ３ブレーキ７４によりギヤケース７１に選択的に固定可能となっ
ている。キャリア５４は、Ｂ１ブレーキ７２によりギヤケース７１に選択的に固定可能と
なっている。
【００５１】
　第２セット６０は、ラビニヨ型の遊星歯車機構により構成されている。第２セット６０
は、サンギヤ６１と、ショートピニオンギヤ６２と、キャリア６３、６５と、ロングピニ
オンギヤ６４と、サンギヤ６６と、リングギヤ６７とを有している。
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【００５２】
　サンギヤ６１は、キャリア５４に連結されている。ショートピニオンギヤ６２は、キャ
リア６３に回転自在に支持されている。ショートピニオンギヤ６２は、サンギヤ６１およ
びロングピニオンギヤ６４と係合している。キャリア６３は、出力ギヤ７０に連結されて
いる。
【００５３】
　ロングピニオンギヤ６４は、キャリア６５に回転自在に支持されている。ロングピニオ
ンギヤ６４は、ショートピニオンギヤ６２、サンギヤ６６およびリングギヤ６７と係合し
ている。キャリア６５は、出力ギヤ７０に連結されている。
【００５４】
　サンギヤ６６は、Ｃ１クラッチ７５を介して入力軸４８に選択的に連結可能となってい
る。リングギヤ６７は、Ｂ２ブレーキ７３により、ギヤケース７１に選択的に固定可能と
なっており、Ｃ２クラッチ７６により入力軸４８に選択的に連結可能となっている。また
、リングギヤ６７は、ワンウェイクラッチＦ７７に連結されており、変速段が１段で、か
つ駆動時において回転不能となる。
【００５５】
　図３は、本発明の実施の形態に係る自動変速機５の作動表である。「○」は係合を表し
ている。「×」は解放を表している。「◎」はエンジンブレーキ時のみの係合を表してい
る。また、「△」は駆動時のみの係合を表している。この作動表に示された組み合わせで
、油圧制御回路９（図１参照）に設けられたリニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ４およ
び図示しないトランスミッションソレノイドの励磁、非励磁によって各ブレーキおよび各
クラッチを作動させることにより、１速～６速の前進変速段と、後進変速段が形成される
。
【００５６】
　ここで、Ｂ２ブレーキ７３と並列にワンウェイクラッチＦ７７が設けられているため、
作動表に「◎」で示されているように、変速段の１速（１ｓｔ）形成時においてエンジン
側からの駆動状態（加速時）にはＢ２ブレーキ７３を係合させる必要はない。本実施の形
態において、ワンウェイクラッチＦ７７は、変速段が１速を形成している駆動時には、リ
ングギヤ６７の回転を防止するようになっている。一方、エンジンブレーキを利かせる場
合、ワンウェイクラッチＦ７７は、リングギヤ６７の回転を防止しない。
【００５７】
　車両１の発進時において形成される１速（１ｓｔ）の変速段においては、作動表に示さ
れているように、Ｃ１クラッチ７５が係合される。したがって、Ｃ１クラッチ７５は、前
進クラッチとして機能し、発進時に係合される第１の係合要素を構成している。また、Ｂ
１ブレーキ７２は、１速（１ｓｔ）の変速段においては解放となる。したがって、Ｂ１ブ
レーキ７２は、発進時に解放される第２の係合要素を構成する。
【００５８】
　シフトレバー２８（図１参照）は、車両１の後方から前方に向かって、ローレンジに対
応するＬポジション、第２～第３レンジに対応する２～３ポジション、ドライブレンジ（
以下、単にＤレンジという）に対応するＤポジション、中立レンジに対応するＮポジショ
ン、後進レンジに対応するＲポジション、駐車レンジに対応するＰポジションを取るよう
になっている。なお、本発明に係る前進レンジとは、中立レンジ、後進レンジ、駐車レン
ジを除く、少なくとも前進レンジをいい、本実施の形態においては、Ｄレンジをいう。
【００５９】
　シフトレバー２８（図１参照）がＤレンジに位置する場合には、変速段が１速から６速
のうち、いずれかを形成するようになっており、前述したように、Ｔ－ＥＣＵ１２が、こ
れらの変速段の中から車速やスロットル開度に基づいて変速段を選択するようになってい
る。
【００６０】
　シフトレバー２８（図１参照）は、さらに、自動変速機５（図１参照）の変速段を手動
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変速モードにおいてシフトするためのマニュアルポジションを表すＭポジション、アップ
シフトを指示するためのプラスポジション（＋ポジション）およびダウンシフトを指示す
るためのマイナスポジション（－ポジション）を取るようにしてもよい。この場合、Ｍポ
ジションはＤポジションの横に位置するようにする。シフトレバー２８（図１参照）は、
Ｄポジションから横に移動されると、図示しないばねにより、Ｍポジションに保持される
ようになっている。
【００６１】
　図４は、本発明の実施の形態に係る油圧制御回路９の概略構成を示す回路図である。オ
イルポンプ３８から圧送された作動油は、リリーフ型の第１調圧バルブ４０により調圧さ
れ、第１ライン圧ＰＬ１となる。オイルポンプ３８は、例えばエンジン２によって回転駆
動される機械式ポンプにより構成されている。
【００６２】
　第１ライン圧ＰＬ１を有する作動油は、シフトレバー２８（図１参照）に連動させられ
るマニュアルバルブ３９に供給される。シフトレバー２８が前進レンジに対応するポジシ
ョンに位置する場合には、第１ライン圧ＰＬ１と等しい前進ポジション圧ＰＤを有する作
動油が、マニュアルバルブ３９からリニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ４へ供給される
ようになっている。
【００６３】
　リニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ４は、Ｃ１クラッチ７５、Ｃ２クラッチ７６、Ｂ
１ブレーキ７２、Ｂ３ブレーキ７４にそれぞれ対応するよう配設されている。Ｔ－ＥＣＵ
１２は、ソレノイド電流によってこれらのリニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ４を制御
することにより、油圧ＰＣ１、ＰＣ２、ＰＢ１、ＰＢ３を調節し、Ｃ１クラッチ７５、Ｃ
２クラッチ７６、Ｂ１ブレーキ７２、Ｂ３ブレーキ７４の係合および解放を切り替えたり
、係合圧を調節したりする。
【００６４】
　以下、本発明の実施の形態に係る自動変速機５の制御装置を構成するＴ－ＥＣＵ１２の
特徴的な構成について図１および図２を参照して説明する。
【００６５】
　Ｔ－ＥＣＵ１２は、車両１の停止中に、ニュートラル制御の作動条件が成立しているか
否かを判断する。具体的には、Ｔ－ＥＣＵ１２は、操作位置センサ２９により検出された
シフトレバー２８のポジションがＤポジションであること、車速センサ２５により検出さ
れた車速が０であること、ブレーキペダル３６が踏み込まれていることがブレーキセンサ
２７により検出されたこと、およびアクセルペダル３４が踏み込まれていないことがアク
セル開度センサ３２により検出されたことのいずれの条件も成立した場合において、ニュ
ートラル制御の実行条件が成立していると判断するようになっている。なお、Ｔ－ＥＣＵ
１２は、これらの条件のほかに、冷却水温センサ２６により検出されるエンジン２の冷却
水温が所定値以上であること、あるいは油温センサ３３により検出される作動油の油温が
所定値以上であることなどの条件を加えてもよい。
【００６６】
　また、Ｔ－ＥＣＵ１２は、ニュートラル制御の実行条件が成立すると、Ｃ１クラッチ７
５を係合状態から半係合状態に移行するとともに、登坂路で車両１が後退することを防止
するためにＢ１ブレーキ７２を係合させるヒルホールドモードを実行する。すなわち、Ｔ
－ＥＣＵ１２は、本発明に係るニュートラル制御手段を構成している。なお、本実施の形
態において、Ｃ１クラッチ７５の半係合状態とは、Ｃ１クラッチ７５が係合状態と解放状
態との間のスリップ状態にあることを意味する。
【００６７】
　また、Ｔ－ＥＣＵ１２は、ニュートラル制御の実行中において、変速機構４をニュート
ラル状態から駆動状態に移行する復帰モードを開始する復帰条件が成立したか否かを判断
するようになっている。具体的には、Ｔ－ＥＣＵ１２は、運転者によるブレーキペダル３
６の踏み込みが終了することにより、ブレーキセンサ２７から取得した信号がブレーキＯ
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Ｎ信号からブレーキＯＦＦ信号に切り替わった場合に復帰条件が成立したと判断するよう
になっている。なお、車両１がストップランプスイッチを備えている場合には、Ｔ－ＥＣ
Ｕ１２は、ストップランプスイッチから入力される信号がＯＮ信号からＯＦＦ信号に切り
替わった場合に復帰条件が成立したと判断するようになっている。また、Ｔ－ＥＣＵ１２
は、ストップランプスイッチの代わりに、ブレーキ踏力を油圧に変換するマスターシリン
ダにおける圧力値に応じてブレーキが解放されたか否かを予測し、この予測に基づいて復
帰条件が成立したと判断するようにしてもよい。また、Ｔ－ＥＣＵ１２は、ニュートラル
制御の実行開始から所定時間経過した場合においても、復帰条件が成立したと判断するよ
うになっている。
【００６８】
　また、Ｔ－ＥＣＵ１２は、復帰条件が成立したと判断した場合に、通常ブレーキＯＦＦ
復帰、ブレーキゆっくり離し復帰、ブレーキＯＮ復帰、アクセルＯＮ復帰のうち、いずれ
の復帰であるかを判断するようになっている。
【００６９】
　ここで、ブレーキゆっくり離し復帰とは、ブレーキセンサ２７から出力された信号がブ
レーキＯＮ信号からブレーキＯＦＦ信号に切り替わる際におけるブレーキペダル３６の踏
み込み量の変化速度が予め定められた所定値以下であることを意味する。なお、Ｔ－ＥＣ
Ｕ１２は、ブレーキセンサ２７から入力される信号に代えて、ブレーキ踏力を油圧に変換
するマスターシリンダにおける圧力の変化速度を表す信号など、ブレーキ踏力の変化速度
を表す信号に基づいてブレーキゆっくり離し復帰であるか否かを判断してもよい。
【００７０】
　また、ブレーキＯＮ復帰とは、ニュートラル制御の実行開始から所定時間経過したこと
により復帰条件が成立したことを意味する。
【００７１】
　また、アクセルＯＮ復帰とは、ブレーキセンサ２７から出力された信号がブレーキＯＮ
信号からブレーキＯＦＦ信号に切り替わった直後にアクセルペダル３４が踏み込まれたこ
とがアクセル開度センサ３２により検知されたことを意味する。ここで、ブレーキＯＦＦ
信号に切り替わった直後とは、復帰モードの継続時間よりも十分短い時間のことを意味す
る。
【００７２】
　また、通常ブレーキＯＦＦ復帰とは、ブレーキゆっくり離し復帰、ブレーキＯＮ復帰、
アクセルＯＮ復帰以外の復帰を意味する。
【００７３】
　したがって、Ｔ－ＥＣＵ１２は、ブレーキ踏力およびアクセル踏力に基づいて発進要求
の度合いを検出する発進要求検出手段を構成し、発進要求の度合いに応じて通常ブレーキ
ＯＦＦ復帰、ブレーキゆっくり離し復帰、ブレーキＯＮ復帰、アクセルＯＮ復帰のうち、
いずれの復帰であるかを判断するようになっている。
【００７４】
　Ｔ－ＥＣＵ１２は、復帰条件が成立したと判断した場合には、復帰モードを開始し、Ｃ
１クラッチ７５を半係合状態から係合状態に移行する。これにより、タービン回転数セン
サ３０により検出されるタービン回転数Ｎｔが低下を開始する。
【００７５】
　また、Ｔ－ＥＣＵ１２は、タービン回転数Ｎｔが、予め定められた基準タービン回転数
Ｎｔｃｉ（１≦ｉ≦４）以下となったか否かを判断するようになっている。
【００７６】
　ここで、基準タービン回転数Ｎｔｃ１、Ｎｔｃ２、Ｎｔｃ３およびＮｔｃ４は、それぞ
れ、通常ブレーキＯＦＦ復帰、ブレーキゆっくり離し復帰、ブレーキＯＮ復帰、アクセル
ＯＮ復帰に対する基準タービン回転数を表しており、これらの基準タービン回転数Ｎｔｃ

ｉは、予めＴ－ＥＣＵ１２のＲＯＭに記憶されている。
【００７７】
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　また、Ｔ－ＥＣＵ１２は、タービン回転数Ｎｔが基準タービン回転数Ｎｔｃｉ以下とな
ったと判断した場合には、タイマによる計時を開始するようになっている。そして、Ｔ－
ＥＣＵ１２は、タービン回転数Ｎｔが基準タービン回転数Ｎｔｃｉ以下になったと判断し
てから所定の待ち時間ｔ（ｓ）ｉ（１≦ｉ≦４）が経過した場合に、Ｂ１ブレーキ７２を
解放し、変速機構４に１速を形成するようになっている。したがって、Ｔ－ＥＣＵ１２は
、発進要求の度合いに応じて復帰モードにおける第２の係合要素の解放タイミングを設定
するニュートラル制御手段を構成する。
【００７８】
　ここで、所定の待ち時間ｔ（ｓ）ｉは、以下のように設定され、予めＴ－ＥＣＵ１２の
ＲＯＭに記憶されている。
【００７９】
　まず、ヒルホールドモードの実行中においては、Ｃ１クラッチ７５が半係合、Ｂ１ブレ
ーキ７２が係合となっており、変速機構４に２速の変速段が形成されている。そして、ニ
ュートラル制御を終了させる復帰条件が成立すると、Ｔ－ＥＣＵ１２は、Ｃ１クラッチ７
５の係合圧を上昇させるとともに、Ｂ１ブレーキ７２を係合状態から半係合状態に移行す
る。
【００８０】
　Ｃ１クラッチ７５の係合圧が上昇を開始すると、タービン回転数Ｎｔが低下を開始する
。このとき、Ｂ１ブレーキ７２が係合しているため、出力ギヤ７０に伝達される出力トル
クはわずかに上昇するもののほぼ一定となっている。そして、イナーシャ終了時にタービ
ン回転数Ｎｔが０まで落ち込むと、エンジン２の出力トルクがコンバータ３において消費
されるため、出力ギヤ７０に伝達される出力トルクが落ち込む。一方、ニュートラル制御
が終了する際にＢ１ブレーキ７２を解放すると、変速機構４に形成される変速段が２速か
ら１速にシフトする。このシフトダウンにより、エンジン２から出力ギヤ７０に伝達され
る出力トルクは増加する。
【００８１】
　したがって、イナーシャ終了に合わせてＢ１ブレーキ７２を解放することにより、イナ
ーシャ終了による出力トルクの落ち込みとダウンシフトによる出力トルクの増加とが打ち
消しあい、出力ギヤ７０に伝達される出力トルクの変動を抑制し、車両１に振動が発生す
ることを防止できる。
【００８２】
　ここで、イナーシャ終了により出力ギヤ７０に伝達される出力トルクが落ち込むタイミ
ングは、タービン回転数Ｎｔの減少速度に応じて変化する。
【００８３】
　このタービン回転数Ｎｔの減少速度は、通常ブレーキＯＦＦ復帰、ブレーキゆっくり離
し復帰、ブレーキＯＮ復帰およびアクセルＯＮ復帰の各復帰状態に応じて変化する。した
がって、所定の待ち時間ｔ（ｓ）ｉは、通常ブレーキＯＦＦ復帰、ブレーキゆっくり離し
復帰、ブレーキＯＮ復帰およびアクセルＯＮ復帰の各復帰状態に応じて、予め実験的な測
定により求めておく。
【００８４】
　基準タービン回転数Ｎｔｃｉは、以下のように設定されている。
【００８５】
　まず、アクセルＯＮ復帰においては、運転者による車両１に対する迅速な加速要求が発
生しているため、通常ブレーキＯＦＦ復帰と比較して、Ｂ１ブレーキ７２の解放を早める
必要がある。したがって、Ｎｔｃ４＞Ｎｔｃ１となる。
【００８６】
　また、ブレーキゆっくり離し復帰においては、通常ブレーキＯＦＦ復帰と比較して、運
転者の車両１に対する加速要求が低くなっている。同様に、ブレーキＯＮ復帰においても
、ブレーキゆっくり離し復帰と同程度あるいはそれ以上に運転者の車両１に対する加速要
求が低くなっている。したがって、これらの復帰の際には、Ｂ１ブレーキ７２の解放を通
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常より遅くしても車両１の発進に影響を与えることがない。したがって、Ｎｔｃ１＞Ｎｔ
ｃ２≧Ｎｔｃ３となっている。
【００８７】
　以上より、基準タービン回転数Ｎｔｃｉは、Ｎｔｃ４＞Ｎｔｃ１＞Ｎｔｃ２≧Ｎｔｃ３

となるよう設定されている。したがって、Ｔ－ＥＣＵ１２は、本発明に係る基準点設定手
段を構成し、基準タービン回転数は、本発明に係る基準点を構成する。
【００８８】
　そして、Ｔ－ＥＣＵ１２は、待ち時間ｔ（ｓ）ｉが経過すると、Ｂ１ブレーキ７２に対
する作動油をドレーンし、Ｂ１ブレーキ７２を解放する。ここで、待ち時間ｔ（ｓ）ｉが
経過し、Ｂ１ブレーキ７２に対する作動油のドレーンを開始する時刻は、本発明に係る解
放タイミングを意味する。
【００８９】
　次に、Ｔ－ＥＣＵ１２におけるニュートラル制御を図５に示すタイミングチャートを用
いて説明する。
【００９０】
　Ｔ－ＥＣＵ１２は、時刻Ｔ１において、ニュートラル制御を終了する復帰条件が成立し
たと判断し、Ｃ１クラッチ７５に供給される作動油の油圧を棚圧まで上昇させる（実線８
３参照）。これによりタービン回転数Ｎｔが低下を開始する（実線８２参照）。なお、こ
のときＴ－ＥＣＵ１２は、Ｂ１ブレーキ７２に供給される作動油の油圧を、係合状態が維
持可能な範囲において低下させておくことにより（実線８４参照）、解放タイミングにお
いてＢ１ブレーキ７２が迅速に解放されるようにする。
【００９１】
　また、Ｔ－ＥＣＵ１２は、上述した通常ブレーキＯＦＦ復帰、ブレーキゆっくり離し復
帰、ブレーキＯＮ復帰、アクセルＯＮ復帰のいずれかに応じて、基準タービン回転数Ｎｔ
ｃｉを設定する。
【００９２】
　次に、Ｔ－ＥＣＵ１２は、時刻Ｔ２において、タービン回転数Ｎｔが基準タービン回転
数Ｎｔｃｉを下回ったと判断したならば、タイマによる計時を開始する。
【００９３】
　そして、Ｔ－ＥＣＵ１２は、計時の開始から待ち時間ｔ（ｓ）ｉが経過すると、Ｂ１ブ
レーキ７２に供給されている作動油をドレーンする。これにより、時刻Ｔ３において、イ
ナーシャ相の終了による出力トルクの落ち込みと、変速機構４において形成されている変
速段が２速から１速にダウンシフトされたことによるトルクの増加（破線８６参照）とが
打ち消しあい、出力ギヤ７０に出力されるトルクが一定に保たれ、車両１に振動が発生す
ることを防止できる（実線８５参照）。
【００９４】
　なお、破線８７は、復帰モードの実行中においてＢ１ブレーキ７２が解放された場合に
おける出力トルクの変動を比較のために表したものである。Ｃ１クラッチ７５の係合圧が
高くなるにつれて出力ギヤ７０に伝達される出力トルクが増加をしていく。そして、イナ
ーシャ相が終了すると、出力トルクが落ち込み、車両１にショックが発生することとなる
。
【００９５】
　次に、ニュートラル制御の動作について図６を参照して説明する。なお、以下に説明す
る処理は、予めＴ－ＥＣＵ１２のＲＯＭに記憶されているプログラムによって実現され、
所定の時間間隔でＴ－ＥＣＵ１２のＣＰＵにより実行される。
【００９６】
　まず、Ｔ－ＥＣＵ１２は、ニュートラル制御の開始条件が成立しているか否かを判断す
る（ステップＳ１）。上述したように、Ｔ－ＥＣＵ１２は、シフトレバー２８がＤポジシ
ョンであること、車速が０であること、ブレーキペダル３６が踏み込まれていること、お
よびアクセルペダル３４が踏み込まれていないことのいずれの条件も成立した場合におい
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て、ニュートラル制御の実行条件が成立していると判断する。
【００９７】
　Ｔ－ＥＣＵ１２は、ニュートラル制御の実行条件が成立していると判断した場合には（
ステップＳ１でＹＥＳ）、ステップＳ２に移行する。一方、ニュートラル制御の実行条件
が成立していないと判断した場合には（ステップＳ１でＮＯ）、このステップを繰り返す
。
【００９８】
　次に、Ｔ－ＥＣＵ１２は、ニュートラル制御を実行する（ステップＳ２）。Ｔ－ＥＣＵ
１２は、ニュートラル制御において、Ｃ１クラッチ７５を係合状態から半係合状態に移行
させるとともに、Ｂ１ブレーキ７２を係合させるヒルホールドモードに移行する。
【００９９】
　次に、Ｔ－ＥＣＵ１２は、ニュートラル制御を終了するためにヒルホールドモードから
復帰モードへの移行を開始する復帰条件が成立したか否かを判断する（ステップＳ３）。
【０１００】
　Ｔ－ＥＣＵ１２は、ブレーキセンサ２７から取得した信号がブレーキＯＮ信号からブレ
ーキＯＦＦ信号に切り替わった場合、あるいはニュートラル制御の実行開始からの継続時
間が所定時間、例えば数分間を超えた場合には、復帰条件が成立したと判断する。
【０１０１】
　Ｔ－ＥＣＵ１２は、復帰条件が成立したと判断した場合には（ステップＳ３でＹＥＳ）
、ステップＳ４に移行する。一方、復帰条件が成立していないと判断した場合には（ステ
ップＳ３でＮＯ）、このステップを繰り返す。
【０１０２】
　なお、Ｔ－ＥＣＵ１２は、復帰条件が成立したと判断した場合には、その際にブレーキ
センサ２７から入力される信号の微少時間における踏み込み量の変化量に基づいて、ブレ
ーキペダル３６の踏み込み量に対する変化速度を算出する。また、アクセルペダル３４か
ら入力される信号に基づき、アクセルペダル３４が踏み込まれたか否かを判断する。
【０１０３】
　次に、Ｔ－ＥＣＵ１２は、通常ブレーキＯＦＦ復帰であるか否かを判断する（ステップ
Ｓ４）。具体的には、Ｔ－ＥＣＵ１２は、ブレーキペダル３６の踏み込み量の変化速度が
所定値を超えており、かつ、アクセルペダル３４が踏み込まれていない場合には、通常ブ
レーキＯＦＦ復帰であると判断する。
【０１０４】
　Ｔ－ＥＣＵ１２は、通常ブレーキＯＦＦ復帰であると判断した場合には（ステップＳ４
でＹＥＳ）、ステップＳ５に移行する。
【０１０５】
　ステップＳ５において、Ｔ－ＥＣＵ１２は、タービン回転数Ｎｔが基準タービン回転数
Ｎｔｃ１以下となったか否かを判断する。Ｔ－ＥＣＵ１２は、タービン回転数Ｎｔが基準
タービン回転数Ｎｔｃ１を上回っている場合には（ステップＳ５でＮＯ）、ステップＳ５
を繰り返す。一方、タービン回転数Ｎｔが基準タービン回転数Ｎｔｃ１以下となった場合
には（ステップＳ５でＹＥＳ）、ステップＳ６に移行し、タイマによる計時を開始する。
【０１０６】
　ステップＳ６において、Ｔ－ＥＣＵ１２は、タイマによる計時が待ち時間ｔ（ｓ）１に
達したか否かを判断する。Ｔ－ＥＣＵ１２は、待ち時間ｔ（ｓ）１に達していないと判断
した場合には（ステップＳ６でＮＯ）、ステップＳ６を繰り返す。一方、タイマによる計
時が待ち時間ｔ（ｓ）１に達したと判断した場合には（ステップＳ６でＹＥＳ）、ステッ
プＳ１６に移行する。
【０１０７】
　一方、Ｔ－ＥＣＵ１２は、通常ブレーキＯＦＦ復帰でないと判断した場合には（ステッ
プＳ４でＮＯ）、ステップＳ７に移行する。
【０１０８】
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　Ｔ－ＥＣＵ１２は、ステップＳ７において、ブレーキゆっくり離し復帰であるか否かを
判断する。具体的には、Ｔ－ＥＣＵ１２は、ブレーキペダル３６の踏み込み量の変化速度
が所定値以下であり、かつ、アクセルペダル３４が踏み込まれていない場合には、ブレー
キゆっくり離し復帰であると判断する。
【０１０９】
　Ｔ－ＥＣＵ１２は、ブレーキゆっくり離し復帰であると判断した場合には（ステップＳ
７でＹＥＳ）、ステップＳ８に移行する。一方、ブレーキゆっくり離し復帰でないと判断
した場合には（ステップＳ７でＮＯ）、ステップＳ１０に移行する。
【０１１０】
　ステップＳ８において、Ｔ－ＥＣＵ１２は、タービン回転数Ｎｔが基準タービン回転数
Ｎｔｃ２以下となったか否かを判断する。Ｔ－ＥＣＵ１２は、タービン回転数Ｎｔが基準
タービン回転数Ｎｔｃ２を上回っている場合には（ステップＳ８でＮＯ）、ステップＳ８
を繰り返す。一方、タービン回転数Ｎｔが基準タービン回転数Ｎｔｃ２以下となった場合
には（ステップＳ８でＹＥＳ）、ステップＳ９に移行し、タイマによる計時を開始する。
【０１１１】
　ステップＳ９において、Ｔ－ＥＣＵ１２は、タイマによる計時が待ち時間ｔ（ｓ）２に
達したか否かを判断する。Ｔ－ＥＣＵ１２は、待ち時間ｔ（ｓ）２に達していないと判断
した場合には（ステップＳ９でＮＯ）、ステップＳ９を繰り返す。一方、タイマによる計
時が待ち時間ｔ（ｓ）２に達したと判断した場合には（ステップＳ９でＹＥＳ）、ステッ
プＳ１６に移行する。
【０１１２】
　一方、Ｔ－ＥＣＵ１２は、ステップＳ７においてブレーキゆっくり離し復帰でないと判
断し、ステップＳ１０に移行した場合には、ブレーキＯＮ復帰であるか否かを判断する。
具体的には、Ｔ－ＥＣＵ１２は、ブレーキセンサ２７からブレーキＯＮ信号が入力されて
いる場合には、ブレーキＯＮ復帰であると判断する。
【０１１３】
　Ｔ－ＥＣＵ１２は、ブレーキＯＮ復帰であると判断した場合には（ステップＳ１０でＹ
ＥＳ）、ステップＳ１１に移行する。一方、ブレーキＯＮ復帰でないと判断した場合には
（ステップＳ１０でＮＯ）、ステップＳ１３に移行する。
【０１１４】
　ステップＳ１１において、Ｔ－ＥＣＵ１２は、タービン回転数Ｎｔが基準タービン回転
数Ｎｔｃ３以下となったか否かを判断する。Ｔ－ＥＣＵ１２は、タービン回転数Ｎｔが基
準タービン回転数Ｎｔｃ３を上回っている場合には（ステップＳ１１でＮＯ）、ステップ
Ｓ１１を繰り返す。一方、タービン回転数Ｎｔが基準タービン回転数Ｎｔｃ３以下となっ
た場合には（ステップＳ１１でＹＥＳ）、ステップＳ１２に移行し、タイマによる計時を
開始する。
【０１１５】
　ステップＳ１２において、Ｔ－ＥＣＵ１２は、タイマによる計時が待ち時間ｔ（ｓ）３

に達したか否かを判断する。Ｔ－ＥＣＵ１２は、待ち時間ｔ（ｓ）３に達していないと判
断した場合には（ステップＳ１２でＮＯ）、ステップＳ１２を繰り返す。一方、タイマに
よる計時が待ち時間ｔ（ｓ）３に達したと判断した場合には（ステップＳ１２でＹＥＳ）
、ステップＳ１６に移行する。
【０１１６】
　一方、Ｔ－ＥＣＵ１２は、ステップＳ１０においてブレーキＯＮ復帰でないと判断し、
ステップＳ１３に移行した場合には、アクセルＯＮ復帰であるか否かを判断する。具体的
には、Ｔ－ＥＣＵ１２は、ブレーキセンサ２７から出力された信号がブレーキＯＮ信号か
らブレーキＯＦＦ信号に切り替わった直後にアクセルペダル３４が踏み込まれたと判断し
た場合には（ステップＳ１３でＹＥＳ）、ステップＳ１４に移行する。一方、アクセルＯ
Ｎ復帰でないと判断した場合には（ステップＳ１３でＮＯ）、ステップＳ４に移行する。
【０１１７】
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　ステップＳ１４において、Ｔ－ＥＣＵ１２は、タービン回転数Ｎｔが基準タービン回転
数Ｎｔｃ４以下となったか否かを判断する。Ｔ－ＥＣＵ１２は、タービン回転数Ｎｔが基
準タービン回転数Ｎｔｃ４を上回っている場合には（ステップＳ１４でＮＯ）、ステップ
Ｓ１４を繰り返す。一方、タービン回転数Ｎｔが基準タービン回転数Ｎｔｃ４以下となっ
た場合には（ステップＳ１４でＹＥＳ）、ステップＳ１５に移行し、タイマによる計時を
開始する。
【０１１８】
　ステップＳ１５において、Ｔ－ＥＣＵ１２は、タイマによる計時が待ち時間ｔ（ｓ）４

に達したか否かを判断する。Ｔ－ＥＣＵ１２は、待ち時間ｔ（ｓ）４に達していないと判
断した場合には（ステップＳ１５でＮＯ）、ステップＳ１５を繰り返す。一方、タイマに
よる計時が待ち時間ｔ（ｓ）４に達したと判断した場合には（ステップＳ１５でＹＥＳ）
、ステップＳ１６に移行する。
【０１１９】
　Ｔ－ＥＣＵ１２は、ステップＳ１６において、Ｂ１ブレーキ７２に供給されている作動
油をドレーンし、Ｂ１ブレーキ７２を解放する。
【０１２０】
　以上のように、本発明の実施の形態に係るＴ－ＥＣＵ１２は、運転者の車両１に対する
発進要求の度合いに応じてＢ１ブレーキ７２の解放タイミングを変化させることができる
ので、発進要求の度合いに応じて復帰モードを迅速に終了することを優先させたり、車両
１に発生する振動の発生防止を優先させることができる。したがって、車両１の発進性の
向上とドライバビリティの向上とを両立することができる。
【０１２１】
　また、運転者の発進要求の度合いに応じて基準タービン回転数Ｎｔｃｉを異ならせ解放
タイミングを調節することができる。したがって、Ｂ１ブレーキ７２の解放タイミングに
対する正確性を向上させ、車両１の発進性の向上およびドライバビリティの向上のいずれ
をも実現できる。
【０１２２】
　また、運転者は発進要求に応じてブレーキペダル３６およびアクセルペダル３４の踏み
込みを変化させるので、ブレーキ踏力およびアクセル踏力に基づいて運転者の車両に対す
る発進要求の度合いを精度よく算出することが可能となる。
【０１２３】
　また、運転者により車両１の迅速な発進が要求され、ブレーキ踏力の減少が速い場合に
はＢ１ブレーキ７２の解放タイミングが早まるよう基準点を設定することにより、復帰モ
ードを短縮することが可能となる。また、車両１の迅速な発進が要求されていない場合に
は、Ｂ１ブレーキ７２の解放タイミングを遅くすることによりドライバビリティを向上す
ることができる。
【０１２４】
　また、運転者により車両１の迅速な発進が要求され、アクセルペダル３４の踏み込みが
早く行われた場合には、Ｂ１ブレーキ７２の解放タイミングが早まるよう基準タービン回
転数Ｎｔｃｉを設定することにより、復帰モードを短縮することが可能となる。また、車
両１の迅速な発進が要求されていない場合には、Ｂ１ブレーキ７２の解放タイミングを遅
くすることによりドライバビリティを向上することができる。
【０１２５】
　なお、以上の説明においては、タービン回転数Ｎｔが基準タービン回転数Ｎｔｃｉに低
下した場合には、タイマによる計時を開始する場合について説明した。しかしながら、変
速進行度に応じてタイマによる計時を開始するようにしてもよい。
【０１２６】
　この場合、Ｔ－ＥＣＵ１２は、ヒルホールドモードの実行中におけるタービン回転数Ｎ
ｔｈｏｌｄを取得する。
【０１２７】



(16) JP 5407985 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

　また、Ｔ－ＥＣＵ１２は、復帰モードにおけるタービン回転数Ｎｔを取得し、以下の式
（１）から変速進行度αを算出する。
【０１２８】
　α＝（Ｎｔｈｏｌｄ－Ｎｔ）／Ｎｔｈｏｌｄ　　　　　　（１）
　また、Ｔ－ＥＣＵ１２は、上述した通常ブレーキＯＦＦ復帰、ブレーキゆっくり離し復
帰、ブレーキＯＮ復帰、アクセルＯＮ復帰においてタイマにより計時を開始する基準変速
進行度αｃを予めＲＯＭに記憶しておく。
【０１２９】
　そして、Ｔ－ＥＣＵ１２は、式（１）に基づき、変速進行度αが基準変速進行度αｃに
達したと判断した場合には、タイマによる計時を開始し、上述した待ち時間が経過すると
Ｂ１ブレーキ７２を解放するようにする。
【０１３０】
　また、以上の説明にいては、待ち時間ｔ（ｓ）ｉが経過した場合にＢ１ブレーキ７２に
対する作動油をドレーンする場合について説明した。しかしながら、Ｂ１ブレーキ７２に
対する作動油をドレーンする速度を調節するようにしてもよい。これにより、ニュートラ
ル制御の復帰にかかる時間にばらつきが生じやすい場合には、ドレーンする速度を遅くす
ることにより、車両１に振動が発生することを抑制でき、ばらつきが生じにくい場合には
、ドレーンする速度を速くすることにより、迅速に復帰モードを終了することが可能とな
る。
【０１３１】
　また、アクセルＯＮ復帰時においては、復帰モード中においてエンジン２からの入力ト
ルクが増加するため、Ｂ１ブレーキ７２に対する指示油圧を上昇させることにより、復帰
モードにおけるＢ１ブレーキ７２の係合状態を維持するようにしてもよい。
【０１３２】
　この場合、図７に示すように、入力トルクに応じてＢ１ブレーキ７２に対する指示油圧
を高くするようにする。なお、入力トルクとＢ１ブレーキ７２に対する指示油圧との関係
は、比例関数、２次関数など、入力トルクが高くなるほどＢ１ブレーキ７２に対する指示
油圧が高くなるよう設定されていればよい。
【０１３３】
　また、以上の説明においては、Ｔ－ＥＣＵ１２が、ニュートラル制御を終了する復帰条
件が成立した際に、通常ブレーキＯＦＦ復帰、ブレーキゆっくり離し復帰、ブレーキＯＮ
復帰およびアクセルＯＮ復帰のうちいずれの復帰であるかを判断する場合について説明し
た。しかしながら、Ｔ－ＥＣＵ１２は、ブレーキペダル３６の踏み込み量の変化速度およ
びアクセルペダル３４の踏み込み量の変化速度に応じて、基準タービン回転数Ｎｔｃｉの
設定をより細分化してもよい。この場合、Ｔ－ＥＣＵ１２は、それぞれの踏み込み量の変
化速度が速いほど基準タービン回転数Ｎｔｃｉを高く設定するようにする。また、復帰モ
ード開始時あるいは復帰モード中におけるアクセルペダル３４の踏み込み開始が早いほど
、基準タービン回転数Ｎｔｃｉを高く設定するようにしてもよい。
【０１３４】
　また、以上の説明においては、Ｔ－ＥＣＵ１２が、通常ブレーキＯＦＦ復帰、ブレーキ
ゆっくり離し復帰、ブレーキＯＮ復帰およびアクセルＯＮ復帰のそれぞれの復帰状態に応
じて待ち時間ｔ（ｓ）ｉを設定する場合について説明した。しかしながら、基準タービン
回転数Ｎｔｃｉの設定によりＢ１ブレーキ７２の解放タイミングをトルク変動が生じない
タイミングに一致させることが可能な場合には、Ｔ－ＥＣＵ１２は、復帰状態にかかわら
ず待ち時間を一律に設定してもよい。
【０１３５】
　また、以上の説明においては、Ｔ－ＥＣＵ１２は、上述したステップＳ３において復帰
条件が成立したと判断した場合に、ブレーキペダル３６の踏み込み量に対する変化速度の
算出とアクセルペダル３４が踏み込まれたか否か判断を実行し、この実行結果に基づいて
、通常ブレーキＯＦＦ復帰、ブレーキゆっくり離し復帰、ブレーキＯＮ復帰、アクセルＯ
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Ｎ復帰のうち、いずれの復帰であるかを上述したステップＳ４、Ｓ７、Ｓ１０およびＳ１
３においてそれぞれ判断する場合について説明した。しかしながら、Ｔ－ＥＣＵ１２は、
通常ブレーキＯＦＦ復帰、ブレーキゆっくり離し復帰あるいはブレーキＯＮ復帰と判断し
た後において、復帰モードが終了する前にアクセルペダル３４の踏み込みが検出された場
合には、一旦設定された基準タービン回転数ＮｔｃｉをアクセルＯＮ復帰の基準タービン
回転数Ｎｔｃ４に設定し直してもよい。これにより、迅速な車両１の発進要求の発生に対
応することが可能となる。
【０１３６】
　また、以上の説明においては、Ｔ－ＥＣＵ１２が本発明に係るニュートラル制御を実行
する場合について説明したが、これに限定されず、Ｅ－ＥＣＵ１１など、車両１に搭載さ
れている他のＥＣＵにより実行されてもよい。また、複数のＥＣＵが協働して本発明に係
るニュートラル制御を実行するようにしてもよい。
【０１３７】
　また、以上の説明においては、制御装置が前輪駆動の車両１に搭載される場合について
説明したが、これに限定されず、制御装置が４輪駆動や後輪駆動などの車両に搭載される
ようにしてもよい。
【０１３８】
　以上のように、本発明に係る車両の制御装置は、ニュートラル制御の終了時において、
車両の発進性の向上とドライバビリティの向上とを両立することができるという効果を奏
するものであり、ニュートラル制御を実行する自動変速機の制御装置に有用である。
【符号の説明】
【０１３９】
　１　車両
　２　エンジン
　３　トルクコンバータ
　４　変速機構
　５　自動変速機
　９　油圧制御回路
　１１　Ｅ－ＥＣＵ
　１２　Ｔ－ＥＣＵ
　２１　エンジン回転数センサ
　２２　吸入空気量センサ
　２３　吸入空気温度センサ
　２４　スロットルセンサ
　２５　車速センサ
　２６　冷却水温センサ
　２７　ブレーキセンサ
　２８　シフトレバー
　２９　操作位置センサ
　３０　タービン回転数センサ
　３１　スロットルバルブ
　３２　アクセル開度センサ
　３３　油温センサ
　３４　アクセルペダル
　３６　ブレーキペダル
　４１　出力軸
　４３　インペラー
　４４　タービン
　４５　ワンウェイクラッチ
　４６　ステータ
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　４７　ロックアップクラッチ
　４８　入力軸
　７０　出力ギヤ
　７１　ギヤケース

【図１】 【図２】
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